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高商連ニュース 

 
 
｢

国
会
議
員
に
業
者
の
生
の
声
を
届
け

よ
う｣

と
、
広
田
一
、
武
内
則
男
両
衆
院

議
員
と
の
懇
談
会
を
開
き
ま
し
た
。 

８
月
19
日
の
武
内
議
員
と
の
懇
談
会

は
、
高
知
民
商
会
館
を
メ
イ
ン
会
場
に
、

７
民
商
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
い
で
25
人

の
会
員
・
事
務
局
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

参
加
者
か
ら
は
、
切
実
な
現
状
・
要
望

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

香
美
郡
民
商
の
西
ノ
内
さ
ん(

建
具)

は

｢

消
費
税
を
転
嫁
で
き
な
い｣｢

消
費
税
は

分
納
し
て
い
る｣

と
報
告
。
消
費
税
減
税

を
訴
え
ま
し
た
。 

 

同
民
商
の
山
﨑
会
長(

鍛
造)

は
、
共
同

出
荷
し
て
い
る
鍛
造
組
合
で
は
、
組
合
員

に｢

課
税
事
業
者
の
選
択
を
迫
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い｣
と
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
実
施
の
中
止
・
延
期
を
求
め
ま
し
た
。 

 

高
知
民
商
の
中
島
さ
ん(
居
酒
屋)

は
、

｢

不
備
ル
ー
プ｣

の
解
消
を
求
め
ま
し
た
。 

 

同
民
商
の
石
川
さ
ん(

葬
祭
業)
は
、
小

さ
な
お
葬
式
や
直
葬
が
増
え
、
花
屋
や

贈
答
品
店
な
ど
多
く
の
業
種
に
影
響
が

県議補選（佐川町・越知町・日高村選挙区） 

安田節子さんを支援しましょう 

●高知憲法アクションが推薦決定 
●高商連は安田さんを支援します 

 
議員辞職により、９月３日告示、同１２日投開票

で佐川町・越知町・日高村選挙区の県議補欠選挙が

行われます。 

 同選挙には、日本共産党から安田節子さんが立候

補を表明しています。 

高知憲法アクションは「安田節子さんの推薦」

を、８月１８日の呼びかけ人会議で決定しました。 

この間、「高知憲法アクションが擁立又は推薦・支

持する候補者については、政党の公認候補であって

も高商連として支援する」立場で、国政選挙、県知

事選挙(１９年)、一斉地方選挙(１９年)に臨んでき

ました。 

今回の県議補欠選挙では、「高商連として安田節子

さんを支援」します。 

｢コロナ収束まで消費税凍結｣武内衆院議員 
国会議員に業者の生の声を届ける懇談会 

 

無料法律相談会（第 3回） 
（近藤恭典弁護士／高知法律事務所） 

９月２１日(火) 午後１時～３時 
○相談時間は１人(組)３０分を予定。○事前申し込みを各

民商事務局にしてください。○遠隔地の方はリモートでの

相談も可能です。 

◇１９５４年愛媛県松山市生まれ。 

◇高知大学文理学部卒。◇高岡郡

を中心に小学校教員として３５年間

勤務。◇佐川町母親大会実行委員

会事務局長。◇住所：佐川町中組 

及
ん
で
い
る
こ
と
を
報
告
。 

 

安
芸
民
商
の
川
島
会
長
は
、
30
年
営
む

人
気
の
料
理
店
主
の｢
年
金
や
生
命
保
険

を
つ
ぎ
込
ん
で
何
と
か
や
っ
て
い
る｣

と
い
う

会
員
の
声
を
紹
介
。 

消
費
税
減
税
は
野
党
共
通
政
策
に 

３
～
５
年
は
消
費
税
の
凍
結
を
！ 

党
の
国
対
委
員
長
代
理
を
務
め
る
武
内

議
員
は
、｢

消
費
税
は
５
％
と
い
う
方
向

（
野
党
共
通
政
策
）
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う

と
思
う｣

「
私
は
３
年
か
ら
５
年
間
、
コ
ロ
ナ

が
収
束
す
る
ま
で
消
費
税
は
凍
結
す
べ
き

と
主
張
し
て
き
た
」｢

イ
ン
ボ
イ
ス
の
導
入
に

は
大
反
対
で
す
。
こ
れ
以
小
規
模
事
業
者

に
苦
労
を
さ
せ
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
の

か｣

と
、
参
加
者
の
声
に
対
し
て
の
べ
ま
し

た
。
（
右
枠
、
文
書
回
答
も
参
照
下
さ
い
） 

 

「私たちの要求(コロナ、消費税)」に対する武内議員の文書回答 
＊紙面の都合上、高商連事務局で編集（短縮）しています。 

１．コロナ禍での要求 

①持続化給付金、家賃支援給付金の再度の給付をしてください。 

立憲民主党と共産党は、本年 3月 19日、持続化給付金再支給法案

を衆議院に提出しました。経営難に苦しむ全国の中小事業者に、持

続化給付金を再度支給することを内容とするものです。本法案は、現

在まで、国会で審議が開始されておりませんが、その実質的な審議

入りについて、与党に対して引き続き強く働きかけて参ります。 

②国の給付金等の売上減少率の基準を５０％以上から３０％以上に引き

下げてください。 

野党提出の持続化給付金再支給法案は、給付要件を緩和し、一律

に売上高５０％以上減少を要件とするのではなく、より広範囲の事業

者の皆様に対して持続化給付金を給付することを目指しています。 

③国の各種給付金等の申請を書面や面談でもできようにしてください。 

インターネットを利用した電子申請を行うことが困難な方をサポートす

るためとして、全国に申請サポート会場が設置されてきております。し

かし、現実的には、その数も地域によっては不十分であり、細かな給

付要件等が異なる各種給付金等についてどこに何を相談したらよい

かも非常に分かりにくいのが実態です。立憲民主党は、事業者の方

の目線に立ったサポート体制の充実強化を図るよう継続的に政府を

追及してきましたが、今後も引き続き強く指摘して参ります。 

④不備ループの解消を急いでください。 

次々と膨大な書類の提出を求める「不備ループ」と呼ばれる事態が発

生し、国会でも議論が行われました。立憲民主党としても真に事業者

目線に立った支援を実現するため、今後も強く政府、中小企業庁を

追及して参ります。 
 

２．消費税に関連しての要求 

①消費税率５％への引下げ（コロナ収束まで０％） 

我が党の経済政策調査会においては、可処分所得を増やし消費を喚

起するため、消費税５％減税を選択肢とした経済政策のとりまとめが行

われているところであります。 

②中小企業・中小業者の消費税納税免除 

我が党は、「ゼロコロナ」戦略として、消費税を含めた税・社会保険料の

支払猶予特例の継続や、減免措置の創設を求めており、これらの政策

の完全実施を政府に強く求めてまいります。 

③インボイス制度実施の延期・凍結 

現在のコロナ禍の経済情勢の下では、準備期間が不足し、免税事業者に

対する取引排除による廃業の増加や、不当な値下げ圧力などが生じる懸

念もあります。我が党は、インボイス制度の導入延期を政府に求めている

ところであります。 
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